
｢マニフェストを知事に提出｣義務付けへ

産業廃棄物の排出事業者は ｢最終処分が終了するまでの一連の処理が､ 適正に行わ

れる必要な措置を講ずるように､ 努めなければならない｣ と現在の産業廃棄物処理法

第12条５項にはある｡排出事業者 (工務店など)は ｢マニフェスト (産業廃棄物管理票)

を管理・保管する｣ というレベルである｡ これを環境省は2008年４月から､ ｢マニフェ

ストを都道府県に提出することを義務付ける｣ に強化する｡ 産業廃棄物の不法投棄が

一向に減らないことが背景にある｡ これは一部の悪質業者などの行為によるが､ 一方､

処分施設が不足していることや処分費が高いことなどに起因しているといわれる｡

具体的には､ 2008年６月30日までに１年分 (2007年４月１日から2008年３月31日ま

で) のマニフェスト交付状況を都道府県知事に提出しなければならない､ ということ

が先ずおこる｡ 管理責任が排出事業者だけに一層重くのしかかることになる｡

工務店の役割に改めて確信(日本住宅新聞)

地元工務店の建築主に対する役割を改めて説く記事を ｢日本住宅新聞｣ (2006年８

月25日) より転載する｡

■家づくりにおける顧客満足とは何か｡ 住宅はあくまで受注産業｡ 十人十色の要求に

こまめに対応してこそ､ 真の顧客満足が達成できるというもの｡ 工業製品のように

つくり手が与えるもののなかから何かを選ばせるというものではない｡ しかしそれ

はとても面倒なこと｡ 理想の顧客満足を達成しようと思えば､ どんどん手離れが悪

くなる｡ 心を込めていたら､ 割に合わない手間､ 規格以外のサービスなどに付き合

うことになり､ 効率性が犠牲になる｡

■受注生産である住宅は､ 小売業のように安易に安売りには走れない構造になってい

る｡ なぜなら安売りは､ 薄利多売に代表されるように､ 消費財に当てはまる言葉だ

から｡ 消費財は使い終わったらすぐ買い換えるもの｡ しかし家は消費財ではないの

で､ 回転が極端に悪い｡ 一生に１～２回だから当然多売などできない｡ ならば薄利

なんてとてもムリというもの｡

■工務店がめざす利益は ｢適正な利益｣ である｡ 適正な価格で販売し､ 適正な利益を

得る｡ その価格の範囲内で最大限に確保される満足｡ コストパフォーマンスを追求

し､ むやみに拡大をめざさない｡
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投稿／アスベスト除去工事の落とし穴

アスベスト除去工事とコンプライアンス (法順守)

昨年から社会問題化している石綿 (アスベスト) の除去工事については ｢石綿障害

予防規則 (略称 ｢石綿則｣・平成17年厚生労働省令第21号)｣ に基づいた手順の順守が

｢事業者の責務｣ として義務付けられています｡

しかし､ 意外に議論されていないのが石綿除去工事の施主責任についてです (労働

安全衛生の目的の ｢石綿則｣ に施主責任は直接的には含まれていません)｡ この１年

の経験から見ても､ 石綿除去工事の見積り段階で ｢費用がかかりすぎる｣ という理由

から､ 建物解体そのものを見送っている民間の施主が少なくありません｡ ほとんど知

られていないのですが､ 除去工事費用に対する公的な ｢低利融資制度｣ も活用されて

いません｡

法的に定められた手順 (石綿則) では､ 事前調査として石綿等の使用の有無を分析

によって調査することになっていますが､ そもそも当該建築物の管理責任者が､ 新築・

増改築時の工事計画書などで石綿等使用の概要さえ把握していないのが実情です｡ 例

えば､ 健康障害のリスクが高いといわれている ｢クロシドライト (青石綿)｣ や ｢ア

モサイト (茶石綿)｣ の吹きつけ施工例は､ 肉眼だけでは識別不可能ですが､ 検体を

環境計量証明事業所に持ち込めば､ ３万円程度の費用で識別や含有％の分析が１週間

程でできます｡

｢コンプライアンス経営｣ を宣言・実践し､ 環境マネジメントシステム (ISO14001

等) を運用している企業さえ ｢石綿｣ となると､ 事前調査さえ ｢業者丸投げ｣ になっ

ている場合が多いのです｡ これでは､ 環境的にも､ 労働安全衛生上も､ またコストの

点でも適正な工事を施主責任で自律的にマネジメントすることは難しいと思います｡

ちなみに､ ｢コンプライアンス｣ や ｢環境マネジメント｣ の本旨は､ ｢組織が同意す

る (subscribe＝先取りする) 要求事項の遵守｣ (ISO14001) で､ 住民との環境的共

生も含まれます｡ 【環境コンサルタント・杉原卓治】

建設協組本部に｢法律相談日｣開設しました！

これまで組合員さんの法律相談に関しては､ 顧問契約を結んでいる法律事務所の弁

護士を紹介してきた (30分無料) が､ これとは別に10月より毎月１回､ 組合の本部で

｢法律相談日｣ を新しく設定した｡ 詳細は下記の通り｡ 問合せは本部・管理部まで｡

なお､ 今後は法律相談以外にも､ ｢税金・経理相談｣ ｢健康相談｣ ｢労働保険相談｣ な

ども新しく開設する予定｡

◆顧問弁護士�京都第一法律事務所 担当弁護士

◆開 催 日�毎月第１水曜日 午後１時半～４時
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〈建設協組news Light〉の製作にご協力ください｡
この機関誌づくりのお手伝いをしていただける方

をお待ちしています｡
ちょっと片手間が空いたと言う方は､ 発送作業な

ど｡ 本部まで行く時間がないと言う方は､ お便りや
メールで記事や情報をお寄せください｡
｢文字ばっかりで難しい｣というイメージにとらわ

れず､ 身近な楽しい情報をお待ちしています｡ 誌面
を皆さんの言葉でいっぱいにしていきましょう｡
※発送作業は､ 原則毎月25日午後から行っています｡
ただし作業の都合で前後する場合もあります｡ お気
軽にお尋ねください｡

 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア
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◆会 場�建設協組・本部

◆対 象 者�組合員､ 家族､ 従業員

◆申 込 方 法�予約制｡ 前日までに所定の申込書に記載の上､ 管理部までFaxで申込

む｡ 時間が確定すれば､ 組合から折り返し連絡する｡

◎法律相談日および担当弁護士 (予定)

10月４日 (水) 村井豊明弁護士 11月１日 (水) 大島麻子弁護士

12月６日 (水) 村井豊明弁護士 2007年１月10日 (水) 佐野就平弁護士

２月７日 (水) 秋山健司弁護士 ３月７日 (水) 久保哲夫弁護士

憲法連続講座のご案内／京都南法律事務所

京都南法律事務所では､ ７月より事務所主催で ｢憲法連続講座｣ を開催している｡

講座の日時・テーマ・講師等は下記の通り｡ 資料代や参加費は無料｡ 場所はいずれも

京都市呉竹文化センター (Tel075-603-2463)､ 午後６時半～８時で予定している｡

(第４回) 10月25日 (水)・テーマ ｢北朝鮮問題と憲法９条｣・岩佐英夫弁護士

(第５回) 11月22日 (水)・テーマ ｢地方自治と憲法改正｣・中尾誠弁護士

(第６回) 12月21日 (木)・テーマ ｢治安問題と憲法改正｣・井関佳法弁護士

講座についての問合せ並びに憲法問題に関する問合せは､ 京都南法律事務所Tel075-

604-2133､ Fax075-604-2135まで｡

連続セミナー｢環境と健康を考えた住まいづくり｣

京都市の非政府組織 ｢環境市民｣ で自然住宅に関するセミナーの講師などを務めて

いる､ 一級建築士の高谷敏正さんが､ ７月１日に神戸市内に自然素材を使った建材や

施工例を紹介する展示場 ｢エコハウスギャラリー｣ を開設した｡ 住宅や環境問題に関

する図書コーナーも備えている (午前10時～午後６時｡ 水・木曜定休｡ 入場無料)｡

このギャラリーで､ ９月から４回連続のセミナーを開催している｡ １回参加も可能｡

午後２時～４時｡ 定員15名｡ 参加費無料｡ 参加希望者はTel078-291-0012まで｡

【第２回】10月１日 (日) ①エコハウスのデザインについて�高谷敏正氏②合成樹脂

を含まない珪藻土建材�河渕浄氏 (ワンウィル) ③西洋漆喰フランス壁について�濱
野哲太氏 (アシスト. Ｍ) ④刷毛､ ローラーで塗れる漆喰塗料�碓氷直毅氏 (大関化

学工業) 【第３回】11月12日 (日) ①長く住み続ける住まいとは�高谷敏正氏②瓦の

話�野水直哉氏 (野水瓦産業) ③大きなサイズの無垢の厚板�池上平一郎氏 (イケモ

ク) ④無垢の木で作ったキッチン�中川朝生氏 (アルダーワン) 【第４回】 12月３

日 (日) ①居心地のいい住まいとは�高谷敏正氏②暖炉､ 薪ストーブの話�酒井毅氏

(コージーアンドカンパニー) ③和紙､ 柿渋､ 畳､ 断熱材など�渡辺純子氏 (森のバ
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ウハウス) ④植物性の油で作った自然塗料�松井夏希氏 (イケダコーポレーション)

⑤遠赤外線床暖房�野崎貴裕氏 (ミタケ電子工業)

※エコハウスギャラリー�神戸市中央区中山手通４丁目22-6 JR元町駅から徒歩10

分､ 地下鉄県庁前駅から徒歩５分｡

平成18年度環境委託事業｡ 京都府地球温暖化防止活動推進センター主催｡ 建設協組

も後援をしている｡

見学ツアーでは､ 住宅に使用された木材の辿ってきた道のりを､ 山林所有者や住み

手の方に案内いただきながらお見せする｡ また､ 見学する住宅は100％地元の木を使

い､ 自然素材や産地､ 工法への ｢木
こ

だわり｣ が随所に見られる住まいになっている｡

日時�10月７日 (土) ８�00近鉄京都駅八条口改札前集合､ 17�30同地解散／開催

地�福知山市立原／内容�産地見学・古民家で昼食・製材所見学・住宅見学／定員�
40名程度／参加費�無料／申込締切�９月29日 (金) ／申込方法�名前・住所・電話

番号を記入の上､ Fax､ Eメールまたは郵送で下記まで送る｡ 京都府地球温暖化防止

活動推進センター・〒604-0965京都市中京区柳馬場通二条上ル六丁目283-4・Tel075-

211-8895・Fax075-211-8896・Eメールcenter@kcfca.or.jp

雇用管理マスターセミナー／雇用･能力開発機構

第１回 わかりやすい労働基準法解説とトラブル解決
～これだけは押さえておきたい！ 労働条件編～

日時�10月20日 (金) 15�00～17�00／講師�村井ゆかり氏 (労務管理オフィス村井

社会保険労務士) ／内容�単なる法令の解説だけでなく､ 様々な具体的事例に基づき

基礎的な知識を身につける｡ また実際にあったトラブルや参加者の聞きたい内容など

を踏まえて講演する｡

第２回 わかりやすい労働基準法解説とトラブル解決
～知ってて安心！ よくあるトラブル解決編～

日時�10月27日 (金) 15�00～17�00／講師�村井ゆかり氏 (労務管理オフィス村井

社会保険労務士) ／内容�労働条件や勤務形態又は休暇・休日の取得等について様々

なトラブルを例にとり､ 現場でより活用できるよう解決策について講演する｡

第３回 解雇トラブルＱ＆Ａ

日時�11月10日 (金) 15�00～17�00／講師�坂本千鶴代氏 (㈲総務ブレーン代表
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�
社会保険労務士) ／内容�採用に伴う労働契約問題から解雇に至るまでの手順や､ 知っ

ておかなくてはならない知識をトラブル事例などを盛り込みながら講演する｡

※上記すべて､ 会場�独立行政法人雇用・能力開発機構大阪センター (梅田事務所)

会議室 (大阪市北区梅田1-12-39新阪急ビル８階) ／定員�各50名／受講料�無料／

申込方法�件名に ｢講習会｣ と記載し､ 受講申込書の内容 (コース№､ 事業所名､ 氏

名､ 役職､ 電話､ Fax) を記入の上､ Fax06-6343-8222､ Eメールosaka-center02@

ehdo.go.jp､ 郵送〒530-0001大阪市北区梅田1-12-39新阪急ビル８F雇用・能力開発機

構大阪センター梅田事務所業務一課あて／問合せは､ 上記センターTel06-6343-8211

(堀江・山本・清水) まで｡

労働者の疲労蓄積度自己診断チェック／厚生労働省

過重労働による健康障害防止のためには､ 事業者が必要な措置を講じることが第一

義的に求められるが､ 労働者も自らの疲労度を把握・自覚し､ 積極的に自己の健康管

理を行うことも大切である｡ 厚生労働省は､ 働く人それぞれが疲労蓄積度を自分自身

で判定するためのチェックリストを試作した｡ 今後もさらに検討されていくが､ 現在

の試作であるこのチェックリストはインターネット上に公開されており､ 厚生労働省

のホームページ (http://www.mhlw.go.jp) や中央労働災害防止協会のホームペー

ジ (http://www.jisha.or.jp) からアクセスできる｡ 蓄積予防策なども掲載されてい

る｡ 時間のある時に､ ちょっと試してみてはどうだろうか｡

中小企業管理･監督者セミナー／京都府

いま､ 日本の雇用の特徴とされていた諸慣行やシステムが大きな変革を迫られてい

る｡ 特に近年､ 雇用の流動化や雇用形態の多様化が進み､ 人事・労務の問題はより複

雑なものとなっている｡ これらの状況の変化に対して､ 理解を深め､ 適切な労務管理

の実現で企業経営の安定と労働者の福祉の向上が図られることを目的としたセミナー｡

受講料は無料｡

日時�10月19日 (木) 午後１～５時／会場�京都テルサ (南区新町通九条下ル) ／

定員�160名／講演内容�① ｢少子化社会と働き方の見直し～ワークライフバランス

の推進｣ ② ｢職場のメンタルヘルス～うつ病とその対応｣ ③ ｢仕事と家庭の両立・改

正男女雇用機会均等法｣ ／申込方法�電話又はEメール (企業名・職名・氏名・住所・

電話を記載する) で直接申込む／締切�10月12日 (木) ／申込み・問合せ先�京都府

府民労働部労政課労働教育係Tel075-414-5085､ Eメールy-kadota12@pref.kyoto.lg.jp

※詳しくは､ http://www.pref.kyoto.jp/kyotonorodo/0608-01.htmlをご覧くだ

さい｡

第４回｢真の日本の住まい提案競技｣

今後の循環型社会にふさわしく､ 地域に根ざし､ ひとづくりや家族の幸せづくりに

も繋がる美しいすまいを ｢真の日本の住まい｣ と位置づけ､ 自由な発想に基づき多用

な提案を求める｡ (財) 住宅産業研修財団 (｢大工育成塾｣ 主催団体・理事長 松田妙

子) 主催｡ 今年で４回目となる｡ 応募要領等請求期間は９月１日 (金) ～11月17日

(金)､ 応募提出期間は11月20日 (月) ～12月15日 (金) (当日消印有効)｡ 提出資料や

内容の詳細については､ ホームページhttp://www.hic.or.jp/compe/参照のこと｡
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近代化遺産全国一斉公開2006―栗原邸(旧鶴巻邸)

この住宅は､ 1929年に京都高等工芸学校 (現京都工芸繊維大学) 校長､ 鶴巻鶴一の

自邸として建てられた｡ 設計者は､ 京都高等工芸学校教授で建築家の本野精吾｡ 当時

最先端の構法であった ｢中村鎮式コンクリートブロック造｣ の合理性を追求したモダ

ニズム建築｡ しかし一方で装飾的で表現的なデザインも見られ､ 時代の変化の狭間に

生み出されたものであることを感じさせる｡ 今回､ 現住人の栗原氏のご好意で期間を

限定して公開される｡

日時�10月７日 (土)・10月28日 (土) ２日間のみ｡ 13�00～16�30※ギャラリー

トークは両日とも15�00～16�00／場所�山科区御陵大岩17-2 (地下鉄御陵駅２番出

口から北へ徒歩10分) ／料金�一般1,000円､ 学生500円／各自スリッパ持参／主催�
京都工芸繊維大学大学院造形工学部門／後援�文化庁／協賛�(社)日本建築美術工芸

協会／問合せ・申込み�下記までFax075-724-7250にて｡ 笠原一人氏 (京都工芸繊維

大学大学院造形工学部門助手) 宛｡ 氏名､ 住所､ 電話､ 希望日､ 人数を明記のこと｡

http://tairyudo.com/tukan04/tukan4362.htm

中小企業のためのホームページコンテスト京都

京都商工会議所では､ 京都府内の事業所のホームページの資質向上と､ ホームペー

ジを活用した価値ある情報発信､ さらにはｅコマースのツールとしての利用を促進す

ることを目的に､ ホームページコンテストを毎年開催している｡ 参加費無料｡ 募集期

間は10月２日 (月) から11月30日 (木)｡ 主催者ホームページhttp://www.kyo.or.jp

/kyoto/からの応募に限る｡ コンテストの詳細は､ http://www/kyo.or.jp/HPcon/

index.html｡ 問合せは､ 京都商工会議所中小企業経営相談センター洛南支部Tel075-

611-7085まで｡

企業内人権研修推進者連続講座／京都市

京都市は､ 人権問題に関する社内研修をより積極的に進めるため､ 企業の人権研修

推進者等を対象とした３回連続の講座を下記のように開催する｡ 各回ごとの参加も可

能｡ 先着50名｡ ただし､ 第１回のみ先着30名｡ 参加費無料｡ 参加希望者は､ 申込書に

記入の上10月５日 (木) までに､ 産業観光局商工部経済企画課までFaxにて申込む｡

Fax075-222-3331｡ 問合せは､ 京都市産業観光局商工部経済企画課・企業啓発担当

(Tel075-222-3333)｡

●第１回・大阪人権博物館 ｢リバティおおさか｣ 見学および講演

日時�10月25日 (水) 午前10時10分～午後12時30分｡ 午前10時JR大阪環状線 ｢芦原

橋駅｣ 南出口改札集合※時間厳守／見学先�大阪人権博物館 ｢リバティおおさか｣ T

el06-6561-5891／内容�施設見学及び被差別部落に関する展示内容についての講演

●第２回

日時�10月31日 (火) 午後２時～４時／場所�新都ホテル (京都駅八条口西側) ／テー

マ�企業と人権―身近に考える人権／講師�JFEスチール㈱ 人権啓発室長 竹内良

氏
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�
●第３回

日時�11月６日 (月) 午後１時30分～４時30分／場所�ぱ・る・るプラザ京都 (京都

駅前東側／テーマ�第13回障害のある市民の雇用フォーラムへの参加

源太親方『五重塔』語る その壱／劇団前進座

建設協組の皆様､ 毎年正月の南座公演をお揃いでご観劇下さいましてありがとうご

ざいます｡ お蔭様で来年は京都での初春公演30回目を迎え､ 前進座創立75周年の記念

公演でございます｡ 演目は梅之助の当たり役 『魚屋宗五郎』 を梅雀が受け継ぎ､ 75年

のこしかたを梅之助がお客様にご挨拶する 『口上』 そして､ 皆様のお仕事に直接関わ

る幸田露伴の名作 『五重塔』 をご覧戴きます｡ 私はその 『五重塔』 で川越の源太を務

めます､ 藤川矢之輔でございます｡ この場をお借りして､ ４回にわたりお話をさせて

戴きます｡

この 『五重塔』 というお芝居は､ 今から41年前に劇団の第一世代が初演､ 以来中国

訪問公演でも上演され､ その後第二世代の先輩たちに受け継がれ､ 昨年の暮れに嵐圭

史の ｢のっそり十兵衛｣ と私の ｢川越の源太｣ で再創造した､ 言わば劇団の財産演目

と言われる芝居です｡ なぜそれほど長い間お客様にご好評を戴くことができたのか｡

それはまず脚本の成功だと思います｡ 江戸は谷中の感応寺｡ 本堂の修復工事があり､

その時に集まった浄財が多く残っていたので､ 朗円上人は五重塔の建設を思い立ち､

それを本堂修復工事を見事に成し遂げた川越の源太に任せるつもりでした｡ ところが､

源太の世話になっている渡り大工の十兵衛が､ これまで諸国を渡り歩き京都や奈良で

目にした五重塔をぜひ造りたい､ と思い詰め､ 模型を造って上人に直談判します｡ そ

の説明を聞いた上人が十兵衛に任せることの決め手となったのは ｢懸垂式｣ という工

法で､ 十兵衛の新工夫でした｡ 芯柱を鎖で四重から釣り､ 土台石との間をあけておく､

回りは竹で囲ってバネの役目をさせる､ というものでした｡ (前進座 藤川矢之輔)

投稿／自然住宅とは⑥ 『景観町並みについて』

京都では､ 町家の保存を中心とした活動が行われていますが､ 残念ながらまだ､ 町

並みや景観につながるほどの大きな単位にはなっていません｡

統一感のある町並みを考える時､ 重要な要素として､ かたち､ 素材が挙げられます｡

そして､ 風土に合った住空間を考え直すと､ さらにかたちや素材が重要になってきま

す｡ 風の流れや日差し､ 温度､ 湿度と本当に快適な住まいを考える時､ それは､ 環境

に負荷をかけない､ 21世紀の住まいにつながると思います｡

今､ 大手ハウスメーカーや地元工務店の取り組みとして､ 町並みを売りにした分譲

住宅が少しずつ増えてきました｡ 景観条例を制定している自治体も増え､ 日本も景観

を意識した時代に入った (戻った) ようです｡

積極的に景観や町並みに配慮した建物造りに取り組む事が求められています

(自然住宅情報ひろば 代表 山田喜美子)

世界で演奏活動をつづけるヴァイオリニスト 『松野迅』 のコンサートが､ 京都で開

催されます｡ 表現力豊かな演奏とユーモアあふれるトークが､ 人々を魅了してやみま

せん｡ 京都市立芸術大学音楽部卒業と京都にゆかりある松野さん｡ 平和への思いは厚
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く､ 各地のコンサートでメッセージを届けることはもちろん､ 著作のエッセイでもそ

の思いを語っています｡ 今回のコンサート､ まさにいま ｢平和希
ねが

いて｣ …みなさまに

お届け致します｡

｢予定曲｣

モーツァルト◆ヴァイオリン ソナタ第28番ホ短調K.304

瀧廉太郎◆荒城の月

クライスラ－◆愛の喜び

カタロニア民謡◆鳥の歌 他

日時�2006年12月１日 (金) 18�30開場 19�00開演／会場�京都府立府民ホールア

ルティ／チケット�全席指定3,500円 (当日4,000円) ／主催�｢平和希
ねが

いてコンサー

ト｣ 実行委員会／お問合せ�㈱京都音楽センター・Tel075-822-3437

Ｑ 現在40歳､ 個人で小さな工務店を営んでいますが､ 取引先の倒産などで､ 資

金繰りが悪化し､ サラ金や商工ローンにも手を出したため､ 負債が15社､ 約6000万

円にふくらんでしまいました｡ うち､ 2500万円は住宅ローンで､ 住宅ローンの返済

は毎月10万円､ それ以外の債権者に対しては毎月30万円の返済が必要ですが､ 借り

て返しているのが実情です｡

今の収入では､ 全部で月20万円の返済であれば可能です｡ また､ 今の仕事は続け

たいし､ 住宅を手離したくありません｡ 自己破産はしたくありません｡ 何とか方法

はないでしょうか？ 請負代金の回収もままならず､ 借入金の返済が大変です｡ と

ころが､ 先日､ サラ金大手４社が今年四半期で500億円を返済との記事を見ました｡

どうしてサラ金業者が借り手に返済をすることになるのでしょうか｡

Ａ 今の家に住み続けたいし､ 自己破産は避けたい｡ このような場合には､ 民事

再生法の個人再生手続である小規模個人再生と､ 合わせて住宅ローンの特則が使え

るかどうかを検討することになります｡

負債総額は約6000万円ですが､ 住宅ローンが2500万円ですので､ その他の債権の

総額は5000万円以下のため､ 負債額からは個人再生手続は可能でしょう｡ 一般債権

の3500万円については､ 10パーセント相当の350万円 (以上) を､ ３年 (事情によ

り５年まで延長可能) で返済するという再生計画が立てられるか否かがポイントと

なります｡

住宅ローンについても､ 組み替えて支払額を減らすことはこの制度では可能です

が､ 収入から毎月総額20万円の返済が可能であれば､ ｢住宅ローンは今まで通り月

10万を支払う､ 一般債権については毎月10万､ ３年で360万円を支払う｣ との再生

計画を立てることができそうです｡

従って､ 小規模個人再生手続が利用できそうです｡ 勿論､ その他にもいろいろチェッ

クしなければならないことがあるため､ 弁護士に依頼して手続きを進めることが望

ましいと思います｡ 費用の点でも､ 本人で申立てる場合には裁判所が個人再生委員

として弁護士を選任するためその費用を先に納めることが必要ですが､ 弁護士に依

頼して申立てる場合には再生委員は不要となります｡ 当事務所では､ この手続きの

利用の場合には､ 弁護士費用について､ 受任後の支払いをストップできる期間に､

月々の計画弁済額程度を分割で支払って頂くこともできますので､ ご相談ください｡

(京都第一法律事務所 弁護士 飯田 昭)
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作業主任者講習／京建労

●木材加工用機械

日 程�10月４日 (水)・５日 (木)

●建築物等鉄骨の組立て

日 程�10月18日 (水)・19日 (木)

※いずれも､ 会場�京建労会館､ 受講料�9,700円､ 定員�40名 (定員に達した時点

もしくは１週間前に締切)

【問合せ・申込み】全京都建築労働組合Tel075-662-5321

作業主任者講習／建災防

●足場の組立て等

日 程�10月19日 (木)・20日 (金)

受講料�9,700円
会 場�中小企業会館

【問合せ・申込み】建設業労働災害防止協会京都府支部Tel075-231-6587 定員に達

建設協組��������� �������9
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大地のキャンパス
ナスカの地上絵が立地する場所は､ ペルー南海岸地方の北から南へ走る丘陵と東方のア

ンデス山脈の麓との間にあるパンパ＝コロラダ､ パンパ＝インヘニヨと呼ばれる細長い盆

地である｡ 長い年月の間に､ 西方や東方の比較的高い場所からの水の流れが浸食した土砂

を盆地に運び続けた｡ このような土砂は細かくて明るい色､ 黄白色をしている｡ この土の

上に時々大洪水によって多量の石を含んだ土砂が運ばれる｡ 細かい土は､ 南風によって吹

き飛ばされ､ 比較的大粒の礫や岩石が残される｡ 岩石は､ 早朝は露に濡れるが､ 日中は焼

け付くような砂漠の太陽に照らされることを繰り返すうちに､ 表層の岩石はやがて酸化し

て暗赤褐色になる｡ 岩石が日中の太陽で熱をもつので､ その熱の放射で地表に対して暖か

い空気層をつくり出し､ 南風による表面の浸食を防ぎ､ 雨も殆ど降らない気候環境から雨

による浸食もほとんどない状況をつくり出した｡

｢ナスカの地上絵｣ は､ このような盆地の暗赤褐色の岩を特定の場所だけ幅１～２m､

深さ20～30cm程度取り除き､ 深層の酸化していない明るい色の岩石を露出させることに

よって ｢描かれて｣ いる｡ 規模によっては､ もっと広く深い ｢線｣ で構成されている｡ 地

上絵の線は､ 最初に線の中心から外側へ暗赤褐色の岩､ 砂､ 砂利を積み上げる､ それから､

線の中心部分に少し残った暗赤褐色の砂や砂利も取り除いて明瞭になるようにしたと推察

される｡

様々な図形を大規模に描き上げた方法としては､ 十分な大きさの原画を描き上げた上で

適当な中心点を取り､ そこを起点にして放射状に原画の各点を相似拡大する方法が採られ

た､ という説が提唱されている｡ しかし､ 成層圏などの超高々度からでなければ見えない

物もあるため､ 上記のような方法で本当に出来るのか？ で論争になっている｡ ただ､ 地

上絵の端にあった杭の存在や､ 地上絵の縮小図の発見などを考えると拡大説が妥当である

と考えられている｡

どのように描かれているにしろ､ もっとも謎に包まれているのはクモの絵だが､ このク

モはアマゾン奥地にしか生息していない希少な ｢リチヌレイ｣ と呼ばれているクモで､ 顕

微鏡でしか見ることのできない生殖器まで正確に描かれていることも付け加えておきます｡

(山本建設工業㈱ 山本一晃)
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し次第締切｡ ※ホームページから講習予定､ 申込書が取り出せます｡

http://homepage2.nifty.com/KYO-KENSAI/

各種技能講習／労基連

◆玉掛け ①

日程�10月26日 (木)・27日 (金)・28日 (土) ／京都市／15,000円､ テキスト735円

◆フォークリフト運転技能講習 ③

日程� (学科) 10月10日 (火) (実技) 平日コース�10月11日 (水)・12日 (木)・13

日 (金)､ 休日コース�10月22日 (日)・28日 (土)・29日 (日) ／宇治市・久御山町

／28,500円､ テキスト1,470円

◆有機溶剤作業主任者 ①

日程�10月18日 (水)・19日 (木) ／京都市／8,000円､ テキスト1,680円

◆粉じん作業 ①

日程�10月24日 (火) ／京都市／9,000円 (会員7,000円)､ テキスト630円

◆第一種衛生管理者受験準備講習 ①

日程�10月11日 (水)・12日 (木)・13日 (金) ／京都市／14,000円 (会員12,000円)､

テキスト6,090円

◆職長教育 ②

日程�10月18日 (水)・19日 (木) ／京都市／13,000円 (会員10,000円)､ テキスト840

円

※申込みは､ 各支所に問合せを｡ ① (社) 京都労働基準連合会Tel075-321-2731／②

京都下労働基準協会講習事務所Tel075-561-5000／③ (社) 京都南労働基準協会講

習事務所Tel075-611-8286

※各講習会は､ 連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp/ で確認できる｡

労働安全衛生講習会／コンサルタント会

日 時�10月25日 (水) 13�30～16�30
定 員�40名
参加費�一般3,000円､ コンサルタント会会員2,000円 (資料代含む)

場 所�京都産業保健推進センターセミナールーム

テーマ� ｢事例に学ぶ事業場の安全衛生管理の進め方｣�メンタルヘルスの事例について (労働衛生コンサルタント・藤本和久氏)�リスクアセスメントの進め方について

(労働安全コンサルタント・柳澤明氏)

単位等�専門研修 ｢メンタルヘルス｣ １単位 ｢マネジメントシステム｣ ２単位
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共同購入課 z-kyodo@mocha.ocn.ne.jp
工事課・住宅設計課 z-koji@mocha.ocn.ne.jp
管 理 部 z-kanri@cocoa.ocn.ne.jp
機材リース課 z-kizai@mocha.ocn.ne.jp
文化財事業課 z-bunka@mocha.ocn.ne.jp
洛南事務所 z-raknan@mocha.ocn.ne.jp
洛西センター z-raksai@alto.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.zenkyoto.jp/

講講習習とと試試験験GGuuiiddee
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※問合せは､ (社) 日本労働安全衛生コンサルタント会京都支部事務局Tel075-823-

0528

※申込書は連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp/ から取り出せる｡

労働衛生講習会／日本作業環境測定協会

日 時�10月26日 (木) 13�30～16�30
定 員�40名
参加費�一般4,000円､ 共催・後援団体の会員2,000円 (資料代含む)

場 所�京都産業保健推進センターセミナールーム

テーマ� ｢石綿障害防止規則等の改正について｣

京都労働局安全衛生課労働衛生専門官・杉浦友治氏

｢労災事故防止のための安全初期教育について｣

近畿労務安全衛生研究所所長・玉泉孝次氏

単位等�基礎研修Ⅰ ｢災害事例及び関係法令｣ ３単位

※問合せは､ (社) 日本作業環境測定協会京滋支部事務局Tel075-823-0528 (担当�
長澤)

※申込書は連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp/ から取り出せる｡

建設業経理検定試験の日程等について

●第１回建設業経理士検定試験１級・２級及び第26回建設業経理事務士検定試験３級・

４級の日程等

申込受付�11月９日 (木) ～11月30日 (木)

試 験 日�平成19年３月11日 (日)

合格発表�平成19年５月15日 (火)

●経営事項審査上の評価について

本年４月に改正された建設業法施行規則では､ 経営事項審査のＷ４において加点評

価の対象として指定されていた ｢建設業経理事務士等の数｣ が廃止され､ 新たに ｢公

認会計士等数｣ が評価の対象とされる｡ 加点評価の対象となる資格者は､ 公認会計士､

会計士補､ 税理士､ 国土交通大臣の登録を受けた者が実施する登録経理試験 (１級・

２級) の合格者に加え､ 平成17年度試験までの１級建設業経理事務士､ ２級建設業経

理事務士合格者となる｡

●メール情報配信サービスについて

建設業振興基金では､ 主に建設業経理検定試験の合格者の方を対象にしたメール情

報配信サービス ｢建設業経理通信｣ を始めた｡ 無料｡ 建設業行政の関連情報や講習会

の情報などを提供する｡ ホームページから登録できる｡

※以上について､ 詳しくは財団法人建設業振興基金Tel03-5473-4581

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/

知事指定講習｢建築士事務所の管理講習会｣

この講習は､ 設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため､ 都道

府県指定講習会実施要綱に基づき (但し､ 指導要綱の制定のない都道府県もあり) 都

道府県知事の指定を受け ｢建築士を対象とする講習会｣ を実施している｡

対象者�(１) 京都府内で業務を行う者､ 又は府内に在住する管理建築士､ 及びこ
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れに準じる建築士事務所の管理的業務に携わる建築士｡ (２) 平成17年度及び18年度

の登録更新者及び１年以内に管理建築士になろうとする者､ 並びにこの５年間で未受

講事務所の管理建築士等

日 時�10月20日 (金) 10�00～17�00
場 所�ひと・まち交流館京都 (河原町五条下る東側 Tel075-354-8711)

受講料�11,000円 (建築設計事務所協会会員)､ 16,000円 (一般) ※テキスト代含む

申込み�10月11日 (水) までに､ 申込書に記入の上受講料と返信用封筒 (定形封筒に

80円切手貼､ 宛名記入) を添えて現金書留で申込む

※問合せ・申込みは､ (社) 京都府建築設計事務所協会 〒602-8031上京区釜座通

椹木町上る東裏辻町417大和ビル４階､ Tel075-222-1717､ Fax075-222-1700

※申込書は連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp/ から取り出せる｡

㈱日立建機の教習日程表あります

㈱日立建機教習センタ京都教習所の､ 平成18年10月～平成19年３月までの教習日程

表が組合本部に届いています｡ 日程は㈱日立建機のホームページにも掲載されていま
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将来の夢に想いを馳せて ～｢銘木｣の産地研修から～

夏が終わり過ごしやすくなってきた時期の､ ９月３日 (日)・４日 (月) に､ 会社の夏

期研修に行ってきました｡ 行き先は､ 奈良県吉野です｡

１日目は､ 川上さぷり (川上産吉野材販売促進協同組合) の方々に､ 吉野最古の推定樹

齢400年といわれる村内の吉野杉を案内していただきました｡ 近くまで車で移動し山道入

口に到着｡ 階段があって登りやすそうな登山客用の山道ではなく､ 山守 (山林労働者であ

り林業技術者であり木材業者も兼ねる人たち) が仕事用に通う山道なので､ 幅も一人が通

れるぐらいで滑りやすく危険な山道を､ 一列になって説明を聞きながら歩きました｡

そして１時間ぐらい頑張ると道が拓けて周囲がとても明るい所に出てきました｡ そこは

切り株が点々とあり､ 年輪を見ると数百年クラスの切り株ばかりで､ その本体は陸からで

は山から運び出せないので全てヘリコプターで運び出されたそうです｡ そしてまだ上に大

きな木が立っているのが推定樹齢400年の杉｡ 真上を見上げられる所まで行くと､ ｢よくこ

こまで大きくなったなぁ｣ しかありませんわ (笑)｡

木の周りの長さは大人が手を広げて５人分､ 重量は普通のヘリコプターでは無理らしく

自衛隊のヘリコプターで運び出せるぐらいで､ 高さは気持ちが良いぐらいまっすぐ空まで…｡

そして下山｡ 途中の木と比べてよく自然 (台風・落雷・日照り) や人の手に負けず､ こう

いう木はきっと神様 (山守) に守られているようです (疲)｡

そして２日目も天気が良くまだ吉野つながりで山から運び出された後を順番に見学しま

した｡ 原木市場 (問屋) では大きな木が横たわっている姿は壮観です｡ 次に加工・製材所

で木挽きされた長押､ 薄く挽かれた天井板などを見ました｡ やっとここで日本三大美林

(秋田杉・木曽杉・吉野杉) のひとつ､ 吉野杉の良さが見られて良かったです｡

自分は大工ながら､ 吉野杉や各地の銘木で10畳ぐらいの座敷が大工人生の中で一度はや

れる機会があったらいいなぁ (自分の夢)｡ それより今は､ 銘木に恥じない良い仕事がで

きるよう自分の技量を磨いていけば､ 必ずやる機会があると信じて…｡

最後に木材市場｡ 中に入ってビックリ！ ここは､ 日本三大美林・吉野ブランドの銘木

ショップ！！ すべて綺麗に立てかけて飾ってあるような感じがした｡ 吉野杉は当然なが

ら節が無く真っ直ぐ同じ太さで綺麗な木目､ 木口はまんまるで細かく均しい年輪､ 木肌は

美しいツヤで癒される香りを放っていました｡

日本三大美林めぐり｡ 次回は秋田杉？？！！ (㈱アラキ工務店 築山史典)
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すが､ 紙面でご入用な方は､ 本部・管理部に若干余分があるのでお渡しできます｡ な

お､ 非常に文字が小さいため､ Faxでのご要望にはお応えできませんので､ その場合

は､ 日立建機教習センタのホームページ (http://www.hitachi-kenki.co.jp) でご

覧ください｡

トンネル工事見学で土木工事の最先端の技術を学ぶ

８月22日､ 新十条通りのトンネル工事現場を見学した｡ 阪神高速道路㈱の協力を得

た組合主催の取り組み｡ 組合員ら20人が参加｡ 伏見区と山科区を結ぶ東山連峰を貫く

トンネル工事である｡ 双方から工事が進められ山科区側からの工事は完成｡ 現在は伏

見区側から掘る工事が進められている｡ 約１キロメートルの長さ｡ 工事は住宅地の下

を通るためシールド工法で行っている｡ 直径が10メートルを超える巨大なドリルで掘

り､ 鉄とコンクリートでできたパネルをトンネルの内壁に組み立てて張る工法｡ １日

に掘る距離は数メートル｡ 住宅地の下を通ることによる住民の不安や､ 有料道路にな

ることで生活道路として利用できないなどの住民からの疑問が噴出したトンネル工事

だったが､ 2008年５月に完成する｡

参加者は十条師団街道から入坑し､ 最先端まで歩いて見学した｡ ドリルで掘った土

砂は出口までパイプで運ばれ､ 出口付近の処理施設で再利用する｡ 環境に配慮してい

る｡ だから坑内にはほとんど作業員はいないし､ トラックなどの運搬車が１台もない｡

正直いって何をしているのだろう､ 何か物足りないという印象だった｡ しかし､ 土木

工事の最先端の技術を勉強した｡

出始めた｢組合再生｣の取り組みの成果

｢組合再生｣ の取り組みが進んでいます｡ そのために役員体制と職員体制を新しく

して数ヶ月｡ 組合員の要望の高い工事受注事業の改革を行いつつも､ 特に採算面で強

い事業部に再生の力を集中させてきました｡ その結果､ 埋蔵文化財補助事業と機材リー

ス事業が好調にすべり出し始めました｡ そのことで､ 組合全体の事業利益が８月にプ

ラスに転じました｡ この８月という早い時期にプラスに転じたのは４年ぶりです｡ こ

れは､ 外的な明るい要因もあるものの､ ｢組合再生｣ に向かって組合員の皆さんの利

用増や声援があったからです｡ そのことに応えた職員の奮闘があったからです｡

この勢いをさらに強めることが求められています｡ そのためにも､ 埋蔵文化財補助

事業においては府南部地域での受注を開拓する､ 機材リース事業では計画通り営業を

強化する､ ということに事業活動の眼目を置きます｡ さらに採算面で厳しい状況から

なかなか出られない共同購入事業と工事受注事業においては､ 事業発想や仕組みを変

えます｡ 以上のような考え方で以後臨んでいきます｡

今の事業活動の勢いは必ず ｢組合再生｣ を勝ち取り､ そのことで組合員の皆さんの

事業にもいろんな面でプラスに結びつくことを確信します｡ 改めて､ 組合員の皆さん

のご支援をお願いする次第です｡

組合の魅力を考える

建設協組の魅力ってなんだろう？

50年間のこれまでの魅力と､ 現在そしてこれからの魅了は当然違う｡ 中小企業を取

り巻く状況も変わった｡ 建設業を取り巻く環境も大きく変わった｡ そのことで組合員

の企業経営も変化した｡ 組合に対する要望も見方も変わった｡ 組合員企業の経営者も
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二代目三代目になった｡ このことを前提に組合の魅了を新しく作らなければならない

からだ｡ 語らなければならないからだ｡

｢組合再生｣ というのは組合運営の安定である｡ 安定は組合の新しい魅力を生む､

新しい魅力が構築されると組合運営は安定する､ という関係でもある｡

それでは組合の現在の､ またはこれからの魅力をあげてみる｡

①行政の政策や法律をすみやかに知ることができ､ 企業経営に役立てることができる｡

②建設業界で一定の位置を占める組合という立場からの情報を取得できる｡

③建設異業種による､ 同業種にない情報と人脈が得られる｡

④各種の事務代行の利用で､ 企業経営の時間と手間を節約できる｡

⑤少量多種のエコ建材や耐震金物などを簡単に購入できる｡

⑥機材リース業者の提携で必要な時に必要な場所でリースできる｡

⑦法律相談などを無料で受けられる｡

⑧従業員さんの健康診断など福利厚生事業を利用できる｡

⑨官公需適格組合の認可による公共工事の受注によって仕事増につながる｡

石綿作業主任者技能講習 36名が修了

さる８月23日・24日の２日間にわたって ｢石綿作業主任者講習｣ が京都工業会館で

実施された｡

昨年来の ｢石綿障害防止規則｣ の強化に伴い､ 直接作業に従事される方への ｢特別

教育｣ の実施と合わせて､ 石綿を含む建造物等の解体等の作業を管理・監督する際に

選任が義務付けられた資格の技能講習を組合員の要望を踏まえ､ 組合員企業を対象と

して取り組んだもの｡

当日は､ 急用で不参加となった３名を除き､ 36名が参加｡ ２日間にわたる講習を受

講した後実施された試験にも全員が見事に合格｡ 晴れて ｢石綿作業主任者証｣ の交付

を受けた｡

組合では､ 今後も要望の状況を踏まえつつ､ 必要に応じて ｢特別教育｣ の実施や､

作業主任者講習の案内を行う予定｡

始めてみませんかＫＥＳ ８月度組合員研修会

８月28日に ｢始めてみませんかＫＥＳ｣ と題して､ 中小企業でも取り組みやすい環

境マネジメントシステム導入の入門講座を組合本部で開催した｡

当日はＫＥＳ認証事業部の荒川佳夫氏を講師に､ ｢ＫＥＳ｣ の成り立ち､ 全国的な

広がり､ ｢ISO14001｣ との違い､ 取り組むにあたってのポイント､ 費用などを約１時

間簡潔にお話いただいた｡

参加者からは､ 異なる業種の仕事をしていても認証が取れるのか､ 希望があれば複

数の企業を集めた出前講座を開くことは可能なのか､ など､ 様々な角度から積極的な

意見や質問が出された｡

組合では､ 今後も最低月１回は様々なテーマで研修会を開く予定｡ 扱ってほしいテー

マなどがあれば､ 組合管理部Tel075-312-3717､ Fax075-322-5862へ｡

2006年度･第２回支部長会議開く

８月19日 (土) 午後７時～８時30分まで､ 本部６階ホールで本年度第２回支部長会

議を開催した｡ 支部長､ 理事､ 職員計19名が参加した｡
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今回の支部長会議の中心的議題は､ すでにお知らせしている ｢出資金増資｣ の取り

組みを成功させること｡

理事長挨拶の後､ 川久保専務理事が今回の増資運動の趣旨､ 目標額､ 期間､ 取り組

み方などについて報告・提案を行った｡ 特に､ 本年度の方針の根幹である ｢組合再生

への第一歩｣ を拓くという点で､ 資金繰りを安定させながら､ 組合の事業を黒字体質

にすること､ そのために全組合員の協力が必要であることが述べられた｡

提案を受けての議論では､ 支部長や支部役員が組合員を訪問して協力を訴えるため

には､ 集めた資金の使い道や､ それが成功したら ｢再生計画｣ 全体がどのように進む

のかなど､ ある程度目に見えて訴えやすい資料なり文書なりが必要だとの意見が出さ

れた｡

会議はそれらを踏まえ､ 必要な資料は早急に作成することと､ ｢今が正念場､ ぜひ

全組合員の積極的なご協力を｣ との野原副理事長の閉会挨拶を確認して終了した｡

近場でのんびり！ 秋の組合員親睦旅行のお誘い

組合員の皆さん､ 今年も組合員親睦旅行の季節がやってきました｡

今年は､ 10月15日 (日) ～16日 (月) の日程で鳥取県・三朝温泉に｡

ここ数年､ １泊の旅行としては少し遠出が続いていましたので､ 今年は ｢近場でゆっ

たり・のんびり｣ というコンセプトで企画いたしました｡

１日目は国の有形文化財でもある智頭町の ｢石谷家住宅｣ で貴重な木造家屋の見学

が楽しみです｡

２日目はガラッと趣向を変えて､ 日本最大級のフラワーパーク ｢とっとり花回廊｣

で心をリフレッシュしましょう｡

宿泊は､ 三朝温泉でも有数の名宿 ｢依山楼・岩崎｣ の回遊式大庭園ラジウム温泉で

ゆったり・のんびりと日ごろの疲れを癒してください｡

同封の案内チラシにもありますが､ 観光のベストシーズンに見どころ一杯､ リーズ

ナブルな旅行です｡ 参加費はお一人様24,000円 (ご夫婦で同室ご希望の場合は別途費

用要)｡

定員は40名です｡ ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます｡ お待ちしてい

ます｡

エアコンを特別価格!! 販売中です／共同購入課

ダイキンとナショナルのニューモデルを､ ご好評につき､ 特別価格で引き続き販売

中です｡ ぜひこの機会にご購入ください｡

◆ダイキンエアコン Ｎシリーズ ◆ナショナルエアコン TBシリーズ

S22GTNS ６畳用 40,000円 CS-226TB ６畳用 42,000円

S25GTNS ８畳用 47,000円 CS-256TB ８畳用 49,000円

S28GTNS 10畳用 53,000円 CS-286TB 10畳用 59,000円

S40GTNP 14畳用 82,000円

お問合せや注文は､ 共同購入課Tel075-312-3754あるいは各営業担当までご連絡く

ださい｡ (和田)

機械の修理もお任せ下さい！／機材リース課

ご存知ですか？ リース課ではリース以外にも様々な事をしています｡ 例えば機械
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等の修理も行っています｡ 修理に出すのが…｡ あまり使わないから動かないかも…｡

様々な理由で倉庫の片隅などに眠っている機材は有りませんか？ まだまだ使えるか

もしれません｡ 近くに来た時にでもご持参いただければお見積させていただきます｡

また､ お電話いただければ取りにも寄せていただきます｡ 修理不能・高額のため購入

しようかなあ…｡ そんな時もお任せ下さい｡ もちろん商品販売も行っています｡ サン

ダーの刃から電動工具・発電機などなど｡ あらゆる商品を取り扱っていますので是非

一度ご相談下さい｡ (吉田)

文化財事業課とは？ その２

今回から我が文化財事業課の業務内容を細かくお話していきたいと思います｡

まず仮設事務所の設置についてですが､ みなさんも建築､ 建設現場などでおなじみ

でしょうが､ 埋蔵文化財の調査もそれに漏れることなく特に長期の現場になることも

多々あるので､ かなり充実した事務所を建設します｡ 大きな現場の場合プレハブ形式

の仮設ハウスを建て上げします｡ 中身も水道設備､ 空調設備､ ガス関係設備､ 通信設

備 (電話)､ 照明設備､ 内装大工仕事など､ 各ライフラインの確保の申請もてがけて
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協協同同組組合合NNoottiiccee

議員フォーラムから｢骨太の方針｣は国民に何をもたらすか
京都府保険医協会､ 同歯科保険医協会主催の ｢議員フォーラム｣ に参加しました｡ 議題

は ｢医療・社会保障のこれからを考える｣ でした｡ パネリストとして国会議員の自民党元

厚生大臣・丹羽氏､ 公明党元厚生労働大臣・坂口氏､ 民主党ネクストキャビネット厚生労

働大臣・仙谷氏､ 共産党参議院厚生労働委員・小池氏､ 社民党衆議院厚生労働委員・阿部

氏の各氏が出席されました｡

各パネラーから所属している政党の枠を超えて､ ｢国民の生活が小泉政権の下で困難に

なった｣ と語られたことを意義深く聴きました｡ 特に自民党の議員から､ 霞が関と学識経

験者の集まりで決めた､ かの有名な ｢小泉政権の基本政策､ 骨太改革案｣ が格差社会を作っ

たと発言され､ 自民党の中に居ても社会的矛盾を感じているがどうにも出来ないという政

党人の限界を感じました｡ 公明党は与党として実現した小さな成果よりも､ 失った物の大

きさに対して､ 説明が苦しそうでした｡ 民主党は善かれと賛成した法案が思わぬ展開で国

民を苦しめていることに自己弁護する､ 恥ずかしさで自信を失っていく､ 責任野党として

の政策チェック能力の無さが伝わってきて可哀相でした｡ 共産党は緻密に研究された発言

で､ 信頼でき頼もしいが､ なぜそれが国民の支持を得て国会の中で大きな力にできないの

か不思議でした｡ 小さな社民党も良く研究されておられると頭が下がります｡

どの党の出席者も ｢国を良くする｣ と公約を掲げて､ 国民に選ばれて当選した議員なの

に､ ｢国民には新たな苦しみが始まった｣ ことを自覚しながら､ 政党の方針や支持母体の

政策に縛られて自由に動けないようですね｡ 骨太の方針による､ 社会保障の切り捨て策が､

貧困層の生活を直撃した―これが小泉政権の総仕上げだった―小泉政権がどの階層の代表

かがわかっても､ ｢それなら…｣ ということにならないのが日本の不思議なところですね｡

｢自分はまだ大丈夫｣ と言っていた教会がヒットラーに飲み込まれたように､ 今､ 裕福な

階層だから自分は格差社会の落ちこぼれにならないと無関心で過ごすなら､ 気がつけば安

定のない無秩序な世界に我が子を住まわす事になりかねません｡

次なる霞が関プランは ｢世界一の医療制度｣ を変えてしまう事らしいね｡ 最近官僚の横

暴が目に余ると思いませんか？国民は国会議員を選んで監視してもらうつもりだったが､

小泉改革も官僚に骨抜きにされて､ 最後の政策が与党多数で､ 国民負担を増やすだけだっ

た｡ この議員フォーラムの会場からの発言者も同意見が多かった｡ じゃどうするんだ!?

(㈱近藤電業社 近藤暢造)
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います｡

上記の仕事の中にたくさん組合員さんのお仕事が潜んでいるのではないでしょうか？

コストダウンができ､ かつ､ より充実した過ごしやすく機能性に富んだ事務所の建設

を日々考えています｡ 是非とも組合員さんからのご提案ご意見も聞かせていただきた

いものです｡

いつでもお気軽にお声をかけてください｡ (池田)

蔵垣内遺跡で現地説明会

(財) 京都府埋蔵文化財調査研究センターによる蔵垣内 (くらがいち) 遺跡第４次

調査・国分古墳群 (亀岡市) の現地説明会が､ ８月19日 (土) に行われ､ 各地から200

人近くが集まり､ 全京都建設協同組合の協力業者でつくる ｢もっこの会｣ のメンバー

も参加しました｡

蔵垣内遺跡は桂川左岸の段丘に位置する遺跡で､ 2004年から調査を開始し､ 古墳時

代前期の竪穴住居群跡､ 飛鳥～奈良時代および平安時代後期～鎌倉時代の掘立柱建物

群などが見つかっています｡ 説明会では､ 横穴式石室をもつ古墳が新たに27基見つかっ

たことや､ うち１基が天皇陵に多く見られる八角墳ということで､ ｢大和朝廷に仕え

た地方の高級官僚の墓ではないか｣ との推測もされました｡

この日は､ 酷暑のなか､ 突然の雨も降りましたが､ 地元住民や考古学に関心を持つ

参加者らは､ 調査員の説明に熱心に耳を傾けていました｡ 調査に参加している地元の

方々も､ ｢あっ､ これは○○さんのところから出たイヤリングやなあ｣ ｢わたしのとこ

は何もでーへんかったわ｣ などと言いながら､ 出土物を見ていました｡

建設協同組合の文化財事業課では､ 当初から発掘調査の補助事業を手がけてきまし

たが､ 今回は遺物の盗難防止のためにネットフｪンスの設置などもおこないました｡

やはりこれだけ大々的に報道されると､ 悪いことを考える輩 (やから) がいるのでしょ

うか｡ 文化財は国民全体の大切な遺産ですから､ きちっと保管され､ 研究されること

が重要ですね｡ (中)

｢坐禅｣＆｢朝粥｣例会／右京北支部

右京北支部として５年ぶりとなる坐禅例会を､ ９月10日に開催しました｡ 今回は南

禅寺北の坊とも呼ばれる光雲寺様の御好意により､ 築340年となる仏殿において､ 組

合員・家族・職員合わせて11名が早朝の坐禅を体験しました｡

初めに住職から光雲寺の歴史や坐禅の心得を簡単に説明いただき､ いよいよ坐禅本

番｡ 参加者は皆真剣な面持ちで､ 娑婆で溜め込んだ煩悩を浄化せんと結跏或いは半跏

趺坐し禅定を修すこと15分×２セット｡ 心静かに瞑想し無念無想の境地に達した方､

慣れない坐禅で脚の痺れに呻吟される方などさまざま……｡
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煩雑に過ぎ行く日常の中では体験できない貴重なひと時を過ごせました｡

そして坐禅の後は恒例の ｢瓢亭朝粥｣ ！

早起きしたプチ修行僧一行は湯気あがる粥をゆっくりと味わって ｢ぜひ来年も実施

して他の支部にも呼び掛けよう！｣ と盛り上がりました｡ (中島)

≪異動≫ ９月16日付 ※ ( ) は前職

[設計室] 主任 城戸猛司 (第一事業部主任)
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人人 事事 往往 来来

最近､ ｢うーん｣ と唸るような話を聞いた｡

まず21世紀を描く｡ 人口が１億２千万人から７千万人になる｡ 高齢化率は40％になる｡

このことで､ 高齢者を対象とした市場が現在の50兆円から150兆円の巨大な市場に膨らむ｡

一方､ 多国籍化やグローバル化で大企業は地球規模をマーケットにして､ 国家や国民の存

在に興味を示さなくなる｡ そのため政府はすべてそこに向かった政策を打ち出し､ 法律を

変える｡ 移民の受け入れ､ 医療年金の削減､ 消費税の引き上げ､ 道州制……｡

医療や介護分野に株式会社や外資系企業が参入し､ 市場原理に任される｡ 医療機関は半

減する｡ あるいは業況が急速に悪化する｡ 業種別団体や共同組織も現状路線のままでは死

に絶える｡ このことはすでに始まっている｡

この危機感から医療機関や団体や共同組織が生き延びる道を探ろうとする動きが生まれ

ようとしている｡ 法律や制度の枠外に出て､ これらの制約を受けずに進められる自由市場

下での新しい医療や介護の事業創出である｡

また､ こんな話も聞いた｡ 予備校を経営するある学校法人は少子化によって生徒が急減

している｡ すでに他の事業も構築している｡ さらに新規の事業が軌道に乗ると予備校の経

営から撤退するという｡ 大転換である｡

この２つの話を聞いて､ わが組合にも当てはめなければならないと思った｡ これまで50

年続いてきたからこれからも続く､ とは思えない｡ だから､ 新しい事業への転換､ あるい

は業態の転換は避けては通れない｡ しかも急がねばならない｡

事業転換と業態転換が
迫られている
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◆８月定例理事会は､ ８月29日 (火) 建設会館６階ホールにて､ 理事13人の出席で開

催された｡

１. 各事業委員会報告・提案 (略)

２. 監事からの質問に対する回答について

※各項目について､ 担当常勤役員より口頭で回答｡ 後日書面にて回答する｡

３. 出資金増資の取り組みについて

※取り組みの目的や趣旨について説明｡ これを元に､ 理事や支部長に増資活動の協

力を依頼｡ (８／29現在の到達点�13名､ 約250万円／目標4,000万円)

４. 新事業部 ｢設計室 (仮称)｣ について

※従来の第一事業部から設計代願事業を独立させ､ また組合員からの相談業務を事

業化することを提案｡

５. 新加入者審議 (なし)

６. その他

７. 各取り組み報告

①第２回支部長会議 (８月19日)

②新十条通りトンネル工事現場見学会 (８月22日)

③石綿作業主任者講習 (８月23日・24日)

④組合員研修会 ｢KES｣ (８月28日)

⑤組合員研修会 ｢建材価格高等問題｣ (９月19日)

⑥組合員親睦旅行 (10月15日・16日)

８. 文化財事業課の体制強化について

※仕事が増え人手不足のため､ 現場作業員をパートもしくは職員で増員する｡

９. 06年度・07年度の施工参加申込みについて

※今年度は２年に１回の施工参加申込みの年｡ ぜひ施工参加してもらいたい｡

10. ㈱サンキョーワークス株主総会について

※３月に一般貨物自動車運送事業の認可を取得｡ 車両を増車するとともに人員を１

名増強｡ 次年度は今期以上の実績を目指す｡ 役員改選により､ 永井参与から川久

保専務へ役員交代した｡

11. 日程 (案)

12. その他

建設協組��������� �������19

理理事事会会RReeppoorrtt

�������������



建設協組��������� �������20

IN
９／７(木) 編集委員会

９／19(火) 組合員研修会｢建材価格高騰

問題｣

９／20(水) 受発注委員会

９／28(木) 三役会議､事業委員会､理事会

10／４(水) 法律相談日

10／５(木) 編集委員会

10／15(日)～16(月)

組合員親睦旅行(三朝温泉)

10／27(金) 三役会議､事業委員会､理事会

11／１(水) 法律相談日

11／２(木) 編集委員会

11／29(水) 三役会議､事業委員会､理事会

OUT
９／15(金) 府互助会指定店会総会

９／16(土)～17(日)

第11回再生研究集会

９／20(水) 労保連理事会

９／25(月) 労保連研修会

10／17(火) 労改連視察研修

10／19(木) 第58回中小企業団体全国大会

10／20(金) 労働保険大会

11／３(金)～５(日)

新建築家技術者集団第25回

全国研究集会

支部
９／１(金) JIC(役)

９／10(日) 右京北(坐禅)

９／11(月) 下京(役)

９／13(水) 右京北(役)

９／14(木) 桂川(役)､宇治(役)

９／15(金) 左京(役)､上中(役)

９／20(水) 東山(役)

９／23(土) JIC(役)

９／27(水) 南(役)

10／３(火) 左京(役)

10／６(金) JIC(役)

10／18(水) 右京北(役)

組組合合DDiiaarryy
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